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○

建
築
物
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
を
確
か
め
る
た
め
に
必
要
な
構
造
計
算
の
基
準
を
定
め
る
件
（
昭
和
五
十
五
年
建
設
省
告
示
第
千
七
百
九
十
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

新

旧

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
二
条
の

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
二
条
の

六
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
物
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
を
確
か
め
る
た
め

六
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
物
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
を
確
か
め
る
た
め

に
必
要
な
構
造
計
算
の
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

に
必
要
な
構
造
計
算
の
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

第
一
・
第
二

（
略
）

第
一
・
第
二

（
略
）

第
三

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
等
に
関

第
三

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
等
に
関

す
る
基
準

す
る
基
準

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
若
し
く
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
そ
の
他

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
若
し
く
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
そ
の
他

の
構
造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
若
し

の
構
造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
若
し

く
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
そ
の
他
の
構
造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
に
つ

く
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
そ
の
他
の
構
造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
に
つ

い
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
構
造
計
算
の
う
ち
い
ず
れ
か
を
行
う
こ
と
。
た
だ

い
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
構
造
計
算
の
う
ち
い
ず
れ
か
を
行
う
こ
と
。
た
だ

し
、
第
一
号
ハ
及
び
第
二
号
ロ
（
第
一
号
ロ
の
規
定
の
適
用
に
係
る
部
分
を
除
く

し
、
第
一
号
ハ
、
第
二
号
ロ
（
第
一
号
ロ
の
規
定
の
適
用
に
係
る
部
分
を
除
く
。

。
）
の
規
定
以
外
の
規
定
に
あ
つ
て
は
、
実
験
に
よ
つ
て
耐
力
壁
並
び
に
構
造
耐

）
及
び
第
三
号
ハ
の
規
定
以
外
の
規
定
に
あ
つ
て
は
、
実
験
に
よ
つ
て
耐
力
壁
並

力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
及
び
は
り
が
地
震
に
対
し
て
十
分
な
強
度
を
有
し
、

び
に
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
及
び
は
り
が
地
震
に
対
し
て
十
分
な
強

又
は
十
分
な
靱
性
を
も
つ
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り

度
を
有
し
、
又
は
十
分
な
靱
性
を
も
つ
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は

じ
ん

じ
ん

で
な
い
。

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
削

除
）

三

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。

イ

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
は
り
（
最
上
階
の
は
り
又
は
一
階
の
床
版
に
接
着
す
る

は
り
を
除
く
。
）
の
材
端
（
柱
又
は
壁
に
接
着
す
る
部
分
を
い
う
。
）
に
生

ず
る
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
が
、
当
該
部
分
に
生
じ
得
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た

最
大
の
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
と
等
し
く
な
る
場
合
に
お
い
て
、
構
造
耐
力
上
主

要
な
部
分
で
あ
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

の
柱
及
び
壁
の
材
端
（
は
り
そ
の
他
の
横
架
材
又
は
垂
れ
壁
若
し
く
は
腰
壁

に
接
着
す
る
部
分
を
い
い
、
最
上
階
の
は
り
そ
の
他
の
横
架
材
若
し
く
は
垂
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れ
壁
に
接
着
す
る
部
分
又
は1

階
の
床
版
に
接
着
す
る
は
り
そ
の
他
の
横
架

材
若
し
く
は
腰
壁
に
接
着
す
る
部
分
を
除
く
。
）
に
生
ず
る
曲
げ
モ
ー
メ
ン

ト
が
当
該
部
分
に
生
じ
得
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
最
大
の
曲
げ
モ
ー
メ
ン

ト
を
超
え
ず
、
か
つ
、
当
該
は
り
、
柱
及
び
壁
に
せ
ん
断
破
壊
が
生
じ
な
い

こ
と
。

ロ

次
の

及
び

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

（1）

（2）

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
及
び
は
り
が
、
地
震
力
に
よ
つ
て

（1）
当
該
柱
及
び
は
り
に
生
ず
る
せ
ん
断
力
と
し
て
次
の
式
に
よ
つ
て
計
算
し

た
設
計
用
せ
ん
断
力
に
対
し
て
、
せ
ん
断
破
壊
等
に
よ
つ
て
構
造
耐
力
上

支
障
の
あ
る
急
激
な
耐
力
の
低
下
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
。

D
O

U
Q

＝Q

＋n
Q

こ
の
式
に
お
い
て
、Q

、Q

、n

及
びQ

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表

D
O

U

す
も
の
と
す
る
。

Q

設
計
用
せ
ん
断
力
（
単
位

ニ
ュ
ー
ト
ン
）

D

Q

単
純
支
持
と
し
た
時
の
常
時
荷
重
に
よ
つ
て
生
ず
る
せ
ん
断
力
。
た

O

だ
し
、
柱
の
場
合
に
は
零
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
単
位

ニ
ュ
ー

ト
ン
）

n

一.

一
（
柱
頭
部
が
曲
げ
降
伏
す
る
最
上
階
の
柱
及
び
柱
脚
部
が
曲
げ

降
伏
す
る
一
階
の
柱
に
あ
つ
て
は
、
一
・
〇
）
以
上
の
数
値

Q

イ
の
状
態
に
お
い
て
柱
及
び
は
り
に
生
じ
う
る
も
の
と
し
て
計
算
し

U

た
せ
ん
断
力
（
は
り
に
あ
つ
て
は
両
端
が
曲
げ
耐
力
に
達
し
た
時
の
せ

ん
断
力
と
し
、
柱
に
あ
つ
て
は
柱
頭
部
及
び
柱
脚
部
に
接
続
す
る
は
り

の
端
部
の
曲
げ
耐
力
の
和
に
相
当
す
る
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
が
そ
れ
ぞ
れ

当
該
部
分
に
生
ず
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
せ
ん
断
力
と
す
る
。
た
だ

し
、
最
上
階
の
柱
の
場
合
に
あ
つ
て
は
柱
頭
部
が
、
一
階
の
柱
の
場
合

に
あ
つ
て
は
柱
脚
部
が
、
そ
れ
ぞ
れ
曲
げ
耐
力
に
達
す
る
も
の
と
し
て

計
算
し
た
せ
ん
断
力
の
数
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
（
単
位

ニ

ュ
ー
ト
ン
）

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
耐
力
壁
が
、
地
震
力
に
よ
つ
て
当
該

（2）
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耐
力
壁
に
生
ず
る
せ
ん
断
力
及
び
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
と
し
て
次
の
式
に
よ

つ
て
計
算
し
た
設
計
用
せ
ん
断
力
及
び
設
計
用
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
（
曲
げ

破
壊
を
生
ず
る
も
の
と
し
た
部
分
に
あ
つ
て
は
、
設
計
用
せ
ん
断
力
に
限

る
。
）
に
対
し
て
、
せ
ん
断
破
壊
等
に
よ
つ
て
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る

急
激
な
耐
力
の
低
下
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
。

D
1

W
D

2
W

Q

＝n
Q

及
びM

＝n
M

こ
の
式
に
お
い
て
、Q

、n

、Q

、M

、n

及
びM

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

D
1

W
D

2
W

数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Q

設
計
用
せ
ん
断
力
（
単
位

ニ
ュ
ー
ト
ン
）

D

n

一.

五
以
上
の
数
値

1

Q

当
該
耐
力
壁
を
含
む
建
築
物
の
架
構
が
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告

W

示
第
五
百
九
十
四
号
第
四
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
全
体
崩
壊
形
に
達
す

る
場
合
に
耐
力
壁
に
作
用
す
る
せ
ん
断
力
（
単
位

ニ
ュ
ー
ト
ン
）

M

設
計
用
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
（
単
位

ニ
ュ
ー
ト
ン
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

D

n
1
.5

以
上
の
数
値

2

M

当
該
耐
力
壁
を
含
む
建
築
物
の
架
構
が
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告

W

示
第
五
百
九
十
四
号
第
四
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
全
体
崩
壊
形
に
達
す

る
場
合
に
耐
力
壁
に
作
用
す
る
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
（
単
位

ニ
ュ
ー
ト

ン
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

ハ

第
一
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
こ
と
。


